海田町財務規則第８１条の２第１項に規定する公表事項

（契約締結前公表一覧）
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結するので，次のとおり公表します。
	№
	物品又は役務の名称
及び契約の内容
	物品の納入期限又は
役務の履行期限
	契約締結
予定日
	見積書の提出期限
及び提出方法
	契約事務
担当課
	契約の相手方の決定方法
及び選定基準

	１
	町道街路樹管理業務（剪定）
	令和９年３月３１日
	令和８年

５月１４日
	令和８年５月１４日

紙提出
	企画部

財政
経営課
	・地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体で，高齢者の雇用の安定促進に寄与できるものであること。

・見積金額が予定価格の制限の範囲内であること。


